
孤独・孤立による不安や悩みの深刻化を予防するため、スマホ・パソコン等から、

子供や子育て家庭が日常的な不安や悩みをチャットで気軽に相談できる環境を整備

対象者 ：・都内在住・在勤・在学の学齢期から１８歳までの子供本人
・妊娠期から１８歳までの子供を育てる保護者

相談時間：午後３時００分～午後１０時００分
相談相手：心理士、看護師・保健師、保育士、社会福祉士、元教員、大学院生等

子供・子育てメンター“ギュッとチャット”について
令和７年７月１５日
東京都子供政策連携室

令和７年度中に多言語対応を実施し、日本語を母語としない子供やその保護者が

チャットで気軽に相談できる体制を整備

T0513357
テキストボックス
資料３



相談者の年齢相談件数

子供・子育てメンター“ギュッとチャット”の相談実績（2025年１月～６月）

相談内容

18歳以下

83.1%



子供・子育てメンター“ギュッとチャット”に関する広報について
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▼小学生向けポスター ▼中高生向けポスター ▼保護者向けポスター

▼バナーサンプル
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